
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株式交換に係る事前開示書面 

（会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 193 条に定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年８月９日 

東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 

株式会社プラザホールディングス 



 

株式交換に係る事前開示書面 

 
株式会社プラザホールディングス（以下、「当社」といいます。）及び株式会社BY THE 

PARK（以下、「BY THE PARK社」という。）は 、2024 年９月 30 日をもって、当社を完全

親会社、BY THE PARK社を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）

を実施いたします。 

本株式交換に関する会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 193 条に定める事前

開示事項は、次のとおりです。 

 

 

１． 株式交換契約の内容（会社法第 794 条第１項） 

 

当社及びBY THE PARK社が 2024 年 8 月 9 日付で締結した株式交換契約の内容は別紙 

１のとおりです。 

 

２． 会社法第 768 条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 193 条第１号） 

 

会社法第768条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性、交

換対価の総数又は総額の相当性及び交換対価として当該種類の財産を選択した理由

に関する事項は、別紙２のとおりです。 

 

３．会社法第 768 条第１項第４号及び第５号に掲げる事項についての定めの相当性に関 

する事項（会社法施行規則第 193 条第２号） 

当社は新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。 

４．株式交換完全子会社についての事項（会社法施行規則第 193 条第３号） 

（１）最終事業年度にかかる計算書類等の内容 

 

BY THE PARK社の最終事業年度に係る計算書類等の内容は、別紙３のとおりです。 

 

（２）株式交換完全子会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書

類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

 

該当事項はありません。 



 

（３）株式交換完全子会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な

債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

該当事項はありません。 

 

５．株式交換完全親会社に関する事項（会社法施行規則第 193 条第４号） 

 

（１）株式交換完全親株式会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、

重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じた

ときは、その内容 

 

該当事項はありません。 

 

６．当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等

該当事項はありません。 

７．会社法第 799 条第１項の規定により株式交換について異議を述べることができる債

権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務

（当該債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関する事項（会社法

施 行規則第 193 条第５号） 

 

会社法第 799 条第１項の規定により株式交換について異議を述べることができる

債権者はおりません。 

 

 

2024年８月９日 

 

東京都中央区晴海一丁目8番10号 

株式会社プラザホールディングス 

代表取締役 大島 康広 

 

以上 



（別紙１）株式交換契約の内容（会社法第 794 条第１項） 

 

株式交換契約書 
 

 

 株式会社プラザホールディングス（以下、「甲」という。）及び株式会社ＢＹ ＴＨＥ 

ＰＡＲＫ（以下、「乙」という。）は、次のとおり、株式交換契約（以下、「本契約」とい

う。）を締結する。 

 

 

第１条（株式交換） 

 甲及び乙は、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社として、会社法第２条第

３１号の定める株式交換（以下、「本株式交換」という。）を行うものとし、同法第７６７

条の定める株式交換契約として本契約を締結する。 

 

第２条（甲及び乙の商号及び住所） 

 甲及び乙の商号及び住所は、次の各号に掲げるとおりとする。 

   １）甲（株式交換完全親会社） 

     商号：株式会社プラザホールディングス 

     住所：東京都中央区晴海一丁目８番１０号 

   ２）乙（株式交換完全子会社） 

     商号：株式会社ＢＹ ＴＨＥ ＰＡＲＫ 

     住所：東京都渋谷区猿楽町９－８ＵＲＢＡＮＰＡＲＫ代官山Ｉ３０７ 

 

第３条（効力発生日） 

 本株式交換が効力を生ずる日（以下、「効力発生日」という。）は、２０２４年９月３０

日とする。ただし、株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合、甲乙

間の協議により、これを変更することができるものとする。 

 

第４条（株式交換に際して交付する株式及びその割当て） 

１．甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する

時点の直前時の乙の株主（以下、「本割当対象株主」という。）に対し、その所有す

る乙の普通株式に代わり、その所有する乙の普通株式数の合計数に1,141を乗じて得

られる数の甲の普通株式を交付する。ただし、甲が、本契約によることなく効力発生

日当日に取得したもの（２０２４年８月９日付「株式譲渡契約書」に基づき甲が城市

浩二より取得した乙の普通株式をいう。）及び効力発生日前から保有しているものに

ついては、乙の発行済株式の総数から除くものとする。 

 ２．甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その所有する乙の普通株式24株

に対し、甲の普通株式27,384株を割り当てる。 

 

第５条（甲の資本金及び準備金の額） 

 本株式交換により、甲の資本金及び準備金の額は変動しないものとする。 

 

第６条（株主総会における承認） 

 １．甲は、会社法第７９６条第２項の定めに基づき、本契約についての株主総会の承認を

得ることなく本株式交換を行う。 

 ２．乙は、効力発生日の前日までに株主総会を招集し、本契約を承認する決議を求めるも

のとし、承認決議後速やかに、承認を得た旨を甲に通知するものとする。 

 

 



第７条（自己株式の消却） 

 乙は、保有する全ての自己株式を効力発生日において消却するものとする。 

 

第８条（善管注意義務） 

 乙は、本契約締結から効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもって自らの業務執

行並びに資産及び負債の管理をするものとする。 

 

第９条（重大行為の禁止） 

乙は、本契約締結から効力発生日までの間、次の各号に掲げる行為その他自らの資産、財

務内容及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為をする場合、予め甲の同意を得るものとす

る。 

   １）１件当たりの金額が５００万円以上の重要な資産の譲渡、処分、賃貸借 

   ２）新たな借入の実行その他の負債負担行為及び保証、担保設定行為 

   ３）新たな設備投資及び非経常的仕入行為 

   ４）非経常的な契約の締結及び解約、解除 

   ５）１ヶ月に３人以上の従業員の新規採用又は解雇 

   ６）乙株式の譲渡承認（ただし、乙株主の甲に対する乙株式譲渡の承認を除く。） 

   ７）増資及び減資 

８）株式、新株予約権及び社債の発行 

   ９）合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付 

  １０）自己株式の取得 

  １１）剰余金の配当 

  １２）前各号の他、乙の通常の業務に属さない行為 

 

第１０条（補償） 

 甲及び乙は、本契約に違反し又は故意若しくは重過失により、相手方に損害、損失、費用

等（以下、「損害等」という。）が生じた場合、相手方に対し、当該損害等を賠償、補填又

は補償する責任を負うものとする。 

 

 

第１１条（本契約の解除） 

甲及び乙は、本契約締結から効力発生日までの間、相手方が次の各号に掲げるいずれかの

事由に該当した場合、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除すること

ができる。 

   １）本契約上の権利の行使又は義務の履行について背信行為又は重大な過失があった

場合 

   ２）支払いの停止があった場合、仮差押、差押若しくは競売の申立てを受けた場合、

又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始

の申立があった場合 

   ３）手形が不渡りとなり又は電子交換所からの取引停止処分を受けた場合 

   ４）公租公課の滞納処分を受けた場合 

   ５）その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合 

 

第１２条（本株式交換の中止） 

甲及び乙は、効力発生日以前において、次の各号に掲げる事由が生じた場合、本株式交換

を中止するものとする。 

   １）会社法第７９６条第３項の定めにより、本契約について甲の株主総会の承認が必

要となったとき 

   ２）第１１条（本契約の解除）及び第１５条（反社会的勢力の排除）の定めにより、

本契約が解除となったとき 

   ３）城市浩二及び甲が２０２４年８月９日付で締結した「株式譲渡契約書」に基づく



株式譲渡が実行されなかったとき 

第１３条（本契約の効力） 

 本契約は、次の各号に掲げる場合、その効力を失う。 

   １）乙の株主総会において、効力発生日の前日までに本契約を承認する決議を得るこ

とができなかったとき 

   ２）第１１条（本契約の解除）及び第１５条（反社会的勢力の排除）の定めにより、

本契約が解除となったとき 

   ３）第１２条（本株式交換の中止）により、本株式交換が中止となったとき 

 

第１４条（秘密保持） 

 １．甲及び乙は、本契約の交渉過程に関する情報、本契約締結の事実及び本契約の内容そ

の他の本契約及び本株式交換に関する一切の情報（以下、「本契約情報」という。）

について、相手方の書面による事前の承諾なしに、本株式交換成立以外の目的のため

に使用せず、第三者に開示しないものとする。ただし、弁護士、公認会計士、税理

士、司法書士及びコンサルタントその他の専門家に対し、秘密保持義務を課した上

で、本株式交換成立のため合理的に必要な範囲で開示する場合はこの限りでない。 

 ２．前項に関わらず、甲及び乙は、法令又は裁判所、金融商品取引所その他の甲及び乙に

対して権限を有する機関の裁判、命令、規則等（以下、これらを総称して「法令等」

という。）により本契約情報を開示する義務を負う場合、当該法令等の定める限度に

おいて、当該本契約情報を開示することができるものとする。ただし、本項に基づく

開示をする場合、相手方に対し、事前に（法令等の定めにより事前に通知することが

困難である場合には事後速やかに）開示先、開示する情報及び開示の根拠となる法令

等を通知するものとする。 

 ３．前２項にかかわらず、甲及び乙は、両者の協議により本株式交換に関する公表を行う

ものとし、両者の事前の合意がない限り、その名目を問わず、本株式交換を公表して

はならないものとする。 

 

第１５条（反社会的勢力の排除） 

 １．甲及び乙は、相手方に対し、自ら並びに役員及び従業員について、次の各号に掲げる

事項を表明し、かつ将来にわたっても確約する。 

   １）暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構

成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その

他これらに準ずる者（以下、総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと 

   ２）自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的を

もって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと、ま

た、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢

力の維持、運営に協力し、又は関与している関係を有していないこと 

   ３）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと 

   ４）反社会的勢力に自らの名義を利用させて本契約を締結するものではないこと 

 ２．甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないことを表明

し、かつ将来にわたっても当該行為をしないことを確約する。 

   １）暴力的な要求行為 

   ２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

   ３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

   ４）風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損す

る行為 

   ５）その他前各号に準ずる行為 

 ３．甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日までの間において、相手方が前２項のいず

れかに違反した場合、何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することがで

きる。 

 ４．前項により本契約が解除された場合、解除された者は解除した者に対し、その損害を



賠償する責任を負い、解除した者は解除された者に対し、その損害を賠償する責任を

負わない。 

 

第１６条（完全合意） 

 本契約は、本株式交換に関する甲及び乙の最終的かつ完全な合意を構成するものであり、

本株式交換に関する本契約締結日までの両者による一切の契約、合意、約定その他の約束

（書面によると口頭によると問わない。）は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契

約の締結をもって失効する。 

 

第１７条（準拠法） 

 本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は日本法とする。 

 

第１８条（協議） 

 本契約に定めのない事項及び本契約に関して疑義が生じた事項については、信義誠実の原

則に従い、甲及び乙で協議をし、円満な解決を図る努力をするものとする。 

 

第１９条（合意管轄） 

 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 

 

以上、本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する

ものとする。 

 

 

２０２４年８月９日 

 

 

甲：東京都中央区晴海一丁目８番１０号 

  株式会社プラザホールディングス 

  代表取締役 大島 康広 

 

 

乙：東京都渋谷区猿楽町９－８ 

ＵＲＢＡＮＰＡＲＫ代官山Ｉ３０７ 

  株式会社ＢＹＴＨＥＰＡＲＫ 

  代表取締役 城市 浩二 

 

 



（別紙２）会社法第 768 条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性

に関する事項（会社法施行規則第 193 条第１号） 

 

株式交換に係る割当ての内容 

 

会 社 名 
株式会社プラザホールディングス 

（株式交換完全親会社） 
株式会社BY THE PARK 
（株式交換完全子会社） 

株式交換に係る 
割 当 比 率 

１ 1,141.00 

株式交換により 
交付する株式数 

普通株式:27,384 株（予定） 

（注１）株式の割当比率 

BY THE PARK社の普通株式１株に対して、当社の普通株式1,141株を割当て交付いたしま

す。 

なお、上記の本件株式交換に係る割当比率（以下、「本株式交換比率」という。）について 

は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社協議の上、変更されるこ 

とがあります。 

 

（注２）本件株式交換により交付する株式数 

本件株式交換に際し、割当交付する株式には、当社が保有する自己株式27,384株を充当

し、 

新たに株式を発行する予定はありません。 

 

２. 株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

株式交換完全子会社であるBY THE PARK社は、新株予約権または新株予約権付社債を発行して 

おりません。 

 

３.  株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

① 割当ての内容の根拠及び理由 

当社は、本件株式交換における交換比率の算定については、公正性及び妥当性を確保するた 

め、当社及びBY THE PARK社から独立した第三者算定機関に、BY THE PARK社の株式価値の算定 

を依頼することとし、監査法人FRIQを選定いたしました。 

当社はBY THE PARK社のデューデリジェンス結果や監査法人FRIQから提出された評価結果を受 

けて、財務状況や将来の見通し等の要因を総合的に勘案した上で、慎重に交渉・協議を重ねて 

まいりました。その結果、本株式交換比率は妥当であり、株主の利益を損ねるものではないと 

判断いたしました。 

 

② 算定機関との関係性 

監査法人FRIQは、当社及びBY THE PARK社の関連当事者には該当せず、本件株式交換に関して 

記載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

③ 算定の概要 



当社の株式価値については、当社が東京証券取引所に上場しており、市場価値が存在する 

ことから市場株価法を用いて算定を行いました。算定基準日を 2024年７月25日とし、算定基 

準日の終値、算定基準日までの３か月間の終値平均株価を算定の基礎としております。算定さ 

れた当社の普通株式１株当たりの株式価値は以下のとおりです。 

 

 

 

 

BY THE PARK社の株式価値については、同社が継続企業であり、その価値は将来の収益に基

づき決定されるべきであることから、株価算定の手法として、インカムアプローチを採用し、

かつ、 中期経営計画の入手ができなかったものの、直近時点の業績の維持を前提に、収益還

元法による評価を行いました。 

監査法人FRIQが上記手法により算定した、BY THE PARK社の普通株式１株当たりの株式価値は 

以下のとおりです。 

 

評価方法 １株当たりの算定結果（円） 

収 益 還 元 法  2,533,333～3,183,333 

 

以上の算定結果を踏まえ、当社は本株式交換比率について検討し、BY THE PARK社と交渉 

を行った結果、株式割当てについて３.（２）に記載のとおりとすることを決定いたしました。 

 

４．株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

本株式交換により、増加すべき当社の資本金及び準備金の額は、次のとおりです。下記の資 

本金及び準備金の額は、当社の財務状況、機動的な資本政策の遂行その他の諸事情を総合的に 

勘案した上で決定したものであり、相当であると判断いたしました。 

① 増加する資本の額 金０円 

② 増加する資本準備金の額 法令の定めに従い増加することが必要とされる最低額 

③ 増加する利益準備金の額 金０円 

評価方法 １株当たりの算定結果（円） 

市 場 株 価 法 2,012～2,046 



（別紙３）株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規

則第 193 条第３号イ） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


